
授
業
に
つ
い
て
・
試
験
に
つ
い
て
・
成
績
の
評
価
に
つ
い
て

総論

●試験欠席者に対する追試験
「シラバス」に明記されている授業内に実施する試験を次の
理由に欠席した者が，追試験の受験申請をしたい場合，欠席

日を含めて１週間以内（土・日曜日を含む）に次の図に基づき，
手続きを行ってください。

ケガ，病気等により欠
席した場合

学校保健安全法に定め
られた感染症等により
欠席した場合

冠婚葬祭（３親等以内）
で欠席した場合

教育実習・介護等体験
で欠席した場合

競技スポーツ部の大会
等で欠席した場合

試験欠席 試験欠席 試験欠席 試験欠席 試験欠席
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

証明する資料（領収証
及び処方箋等）を準備

・ 感染症の届出【学生
課所定書式】
・ 証明する資料（領収
証及び処方箋等）

を準備

・ 欠席届【教務課所定
書式】
・証明する資料
を準備

・ 欠席届【教務課所定
書式】

を準備

・ 授業欠席理由書【競
技スポーツ部所定書
式】

を準備

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ 保健室へ提出 日本大学生産工学部欠
席届提出フォームへ提出

日本大学生産工学部欠
席届提出フォームへ提出 実籾校舎事務課へ提出

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ 保健室にて感染症の届
出受付 教務課にて欠席届受付 教務課にて欠席届受付 実籾校舎事務課にて欠

席届受付
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓
保健室で押印された感
染症の届出と証明する
資料を学生へ返却

教務課で押印された欠
席届を学生へメールにて
送付

教務課で押印された欠
席届を学生へメールにて
送付

実籾校舎事務課で押印
された授業欠席理由書
を学生へ返却

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
・追試験受験申請
・ 証明する資料
を学生から各授業担当
者へ送付
（欠席日を含めて１週間
以内（土・日曜日を含む））

・追試験受験申請
・ 保健室で押印された
感染症の届出
・ 証明する資料（領収書
及び処方箋等）

を学生から各授業担当
者へ送付
（欠席日を含めて１週間
以内（土・日曜日を含む））

・追試験受験申請
・ 教務課で押印された
欠席届
・ 証明する資料
を学生から各授業担当
者へ送付
（欠席日を含めて１週間
以内（土・日曜日を含む））

・追試験受験申請
・ 教務課で押印された
欠席届

を学生から各授業担当
者へ送付
（欠席日を含めて１週間
以内（土・日曜日を含む））

・追試験受験申請
・ 実籾校舎事務課で押
印された授業欠席理
由書

を学生から各授業担当
者へ送付
（欠席日を含めて１週間
以内（土・日曜日を含む））

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
担当教員から追試験の
実施方法・日程を学生
へ連絡

担当教員から追試験の
実施方法・日程を学生
へ連絡

担当教員から追試験の
実施方法・日程を学生
へ連絡

担当教員から追試験の
実施方法・日程を学生
へ連絡

担当教員から追試験の
実施方法・日程を学生
へ連絡

5 成績の評価について
成績は，授業科目ごとに試験やその他の方法によって判定さ

れます。
合格した授業科目には，所定の単位数が与えられます。な

お，成績はクォーターごとに発表され，ポータルシステムにて所

定の期間内であれば確認することができます。
注） 単位が一度付与された授業科目については，成績が不本意
でも再びその授業科目を履修することはできません。

①　成績評価基準
点　数 評　価 係　数 内　　　　　　　　　　容 成績証明書

判
　
定

合格

100～90点 Ｓ ４ 特に優れた成績を示したもの Ｓ
 89～80点 Ａ ３ 優れた成績を示したもの Ａ
 79～70点 Ｂ ２ 妥当と認められたもの Ｂ
 69～60点 Ｃ １ 合格と認められるための成績を示したもの Ｃ

不合格 59点以下 Ｄ ０ 合格と認められるに足る成績を示さなかったもの ―

無
判
定

― Ｅ ０ 履修登録をしたが評価を受けなかったもの ―
― Ｐ ― 履修登録後，所定の履修中止手続きを取ったもの ―
― Ｎ ― 修得単位として認定になったもの Ｎ

※成績評価は点数から導き出されますが，履修登録をしたが評価を受けなかった場合，点数はありませんが評価はＥとなり，該当する
係数は０となります。
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②　GPA

ＧＰＡ（Grade Point Average）は，卒業研究を含めた学科
の課程修了に係る授業科目（卒業要件に算入できる科目）すべ
てを対象として，授業科目ごとの成績評価を５段階（Ｓ・A・B・
C・D）で判定し，それぞれに対して４・３・２・１・０の係数を
付与し，係数に各科目の単位数を掛けてポイント数を計算しま
す。そのポイント数の総計を総履修単位数（D，Eの単位数も含
める）で除して全履修科目の平均値を算出したものがＧＰＡとな
ります。ＧＰＡは小数点以下第３位を四捨五入し，小数点以下

第２位までを有効としています。なお，P（履修中止），N（認定科
目）はＧＰＡに算入しません。
また累積ＧＰＡ※の算出にあたって，不合格になった科目を再

履修した場合には，新しい成績に置き換えて再度計算をしなお
します。ただし，途中で履修中止をした場合には，直前の成績
が有効となります。
※　 学期ごとに算出する値を学期ＧＰＡ，通算の学期で算出す
る値を累積ＧＰＡと呼びます。

GPA計算式　　　
（４×Ｓの修得単位数）+（３×Aの修得単位数）+（２×Bの修得単位数）+（１×Cの修得単位数）

総履修単位数（D，Eの単位数も含める）

GPAの計算例

科目名（例） 体育 社会学 微分積分学Ⅰ 物理学Ⅰ キャリアデザイン 合計

単位数（a） 1 2 2 2 2 9
評　　価 Ａ Ｓ Ｄ Ｂ Ｓ ―
係　数（b） 3 4 0 2 4 ―

ポイント数（a×b） 3 8 0 4 8 23
ＧＰＡ 23（各科目のポイント数合計）÷９（各科目の単位数合計）＝2.56（小数点第３位四捨五入）

※ 不合格科目（評価 D）や履修登録をしたが評価を受けなかった科目（評価 E）は係数０点となり，ＧＰＡが下がってしまうので，安易な
気持ちでの履修は避けましょう。

③　履修中止手続き

GPAは Dや E評価の成績も含めて計算されるので，それら
の評価を受けた科目がある場合はGPAを下げる大きな要因と
なります。授業開始後 1か月程度授業を履修し，履修を中止し
たいと判断した科目については，定められた期間内において履
修中止手続きを認めています。この場合の成績評価は Pとな
り，GPAの算出対象外となります。なお，履修中止した科目も
年度内の履修上限単位に含まれるため，履修中止した科目の替
わりに他の科目を登録することはできません。
履修中止の手続きをする場合は，学期始めのガイダンスで伝

達される期間に所定の手続きにより行ってください。それ以降
は原則として履修中止を許可しません。

なお，事故・疾病等のやむを得ない理由により履修中止手続
き期間以降に履修中止手続きをする場合は，手続き遅延を証明
する書類（オリジナル）を添付の上，教務課に申し出てくださ
い。
④　評価D，E，Pの取扱

評価が D，E，Pになった授業科目の成績は，成績通知書に
はそのまま記載されますが，成績証明書には記載されません。
また，これらの授業科目を再履修して合格すれば，その成績

が成績通知書と成績証明書に記載されます。

各学科のクラス担任及び学務委員会委員が履修指導や相談
に当たります。（問い合わせ先：各学科・系事務室）
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